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屋外広告物の許可期間更新手続について 

 

屋外広告物の許可期間更新時期が到来した方々に、この案内書を送付させていただきました。引き続

き屋外広告物を表示・設置する場合には、下記に従って、許可期間の更新手続きをしてください。 

 

１ 同封書類とその内容を確認してください。 

番号 同 封 書 類 番号 同 封 書 類 

1 
屋外広告物の許可期間更新手続について 

（この説明書） 
2 屋外広告物許可期間更新のお知らせ 

3 更新内容一覧 4 屋外広告物許可期間更新申請書 

5 屋外広告物点検報告書 6 土地建物等使用承諾書 

 

２  下記必要書類を作成し、正副２部を下記宛て郵送または持参にて提出してください。 

 申 請 書 類 注 意 事 項 チェック 

1 
屋外広告物許可期間更

新申請書 

＊申請者住所、氏名欄に記名・押印してください。（自署する場

合は押印不要） 

＊更新申請書には前回の許可内容を記載してありますが、訂

正・変更がある場合は、該当箇所を訂正してください。 

＊あらかじめ記載されていない箇所を記入してください。 

＊備考欄に許可証の返送先及び当方からの問い合せ先を記入し

てください。 

 

2 屋外広告物点検報告書 
＊堅ろうな広告物（4ｍを超えるもの）の場合は、堅ろうな広告

物等の点検者（有資格者）が点検を実施してください。 
 

3 カラー写真 
＊申請日前１ヶ月以内に撮影のものとしてください。（デジカメ

可） 
 

4 手数料納付書のコピー 

＊手数料納付書は、更新申請書を受理したのち、審査後に送付

します。 

＊納付いただきましたら、金融機関領収印の押印された領収証

書の写しを当方宛てにお送りください。（ＦＡＸ可） 

 

5 土地建物等使用承諾書 

＊他人が所有・管理する土地・建物を借用して広告物を設置し

ている場合は、添付してください。 

＊本様式でなくても構いません。契約書の写し等でも可です。 

 

6 占用許可書等の写し ＊広告物が道路等を占用している場合は、添付してください。  

裏面へ   
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【注意事項】 

① 更新申請書には、前回の許可内容を記載してあります。訂正・変更がある場合は、該当箇所を訂正し

てください。 

② 更新内容一覧に記載されている広告物の内容を必ず確認してください。異なっている場合には、手数

料が増減したり、変更申請が必要となる場合がありますので、下記までご連絡ください。 

③ 建替えの場合は新規の申請となります。ただし、建替えても形状が変わらない場合は、変更申請とな

りますので、下記までご相談ください。 

④ 平成 28 年 4 月 1 日より、市条例を施行しました。詳細につきましては、裾野市 HP

（http://www.city.susono.shizuoka.jp/machizukuri/1/3271.html）をご確認ください。 

⑤ 郵送での手続きをご希望の方は、手数料納付書送付用と許可書送付用の封筒を添付してください。 

⑥ 更新の許可手続き終了後、更新許可証、許可シールを送付します。 

 

≪提出先、照会先≫ 

〒410-1192 裾野市佐野 1059番地 裾野市役所都市計画課 屋外広告物担当 ℡ 055-995-1829 

 参 考  

下記に該当する場合は、書類の提出が必要になりますので、上記の担当宛てにご連絡ください。 

届出が必要となる場合 必要書類 注意事項 部数 

屋外広告物を取り除いた

とき 
屋外広告物除却届 

＊除却前・除却後のカラー写真を添付し

てください。（デジカメ可） 
1部 

屋外広告物の設置者が変

更になったとき 

屋外広告物設置者変更

届 

＊設置者を第三者に変更した場合に、新

の設置者が提出してください。 

＊住所や名称変更のみの場合は氏名・名

称・住所変更届となります。 

1部 

屋外広告物の設置者の住

所氏名を変更したとき 

屋外広告物設置者の氏

名・名称・住所変更届 

＊設置者の住所や名称を変更したときに

提出してください。 

＊第三者に変更になる場合には設置者変

更届となります。 

1部 

堅ろうな広告物の管理者

を設置したとき 

堅ろうな広告物管理者

設置届 

＊資格等を証する書面の写しを添付して

ください。 
1部 

堅ろうな広告物の管理者

を変更したとき 

堅ろうな広告物管理者

変更届 

＊資格等を証する書面の写しを添付して

ください。 
1部 

堅ろうな広告物の管理者

の住所氏名が変更になっ

たとき 

堅ろうな広告物管理者

の氏名・名称・住所変 

更届 

＊管理者の住所や名称が変更になったと

きに提出してください。 

＊第三者に変更になる場合には管理者変

更届となります。 

1部 

 


